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かにすることを試みた。

　（1）岩手県内8市町村の小学校1年生について，

def老率，　def－t指数，　f歯率，　e歯率を算出し，え

られた値について比較，検討した。

　（2）盛岡市の一小学校と松尾村とを，歯種別，学年

別にdef者率，　def－t指数，　def歯率，　f歯率，（C3

＋CD歯率について疫学的分析を行なった。

　その結果（1）では，def者率，　def－t指数に大きな地

域差，学校差は認められず，f歯率，　e歯率にのみ差

を認めた。

　（2）では，def者率で地域差が認められないが，　def－

t指数では1年生のみ統計学的に有意な差が認められ

た。これに対してf歯率，　（C3＋C4）歯率では1年

生から6年生まで両地区間の差は著しく，盛岡市は松

尾村に比較し，f歯率は高く，従って（C3＋C4）歯

率は低く，いずれの指標も統計学的に有意な差が認め

られた。歯種別では特に下顎臼歯部に統計学的に有意

な差が著しい。

　本疫学調査から，小学校児童の乳歯ウ蝕有病状況に

は，地域差，学校差があり，永久歯ウ蝕同様に学校保

健の場で十分に評価されるべきものと考えられる。し

かし，def者率，　def－t指数には，その差が現われが

たく，高度ウ蝕，処置歯の現在歯に占める割合，特

に乳臼歯に注目する必要性が認められた。学童期にお

ける乳歯ウ蝕の問題は，学校保健のみでは解決は難し

く，就学以前の問題が大きく影響するものであり，従

って，乳幼児期から学童期に至るまでの一貫した対策

が不可決であると考えられる。

　質　問：甘利英一（小歯）

　学童検診で見出された疾患に対して将来のPlan・

ningとしてどの様に対応されるか。

　回　答：菅　 弘志（口衛生）

　組織的な保健活動と平行して需要に対応する歯科医

師の配置が必要と思われます。

　追加：片山剛（口衛生）
　従来の学校保健法で定められている学校歯科検診で

は永久歯についてのみ検査，評価されていたが，乳歯

の有病状況の如何が後続する永久歯の鶴蝕の発症の程

度に影響を与えると考えられるので，乳歯の頗蝕有病

の実態を正確に把握することが必要と思われるので，

この種の調査を継続したい。

演題3　沢内村における学童頗蝕罹患に関する統計学

　　　的研究（第2報）

岩医大歯誌　7巻1号　1981

。谷藤全功，中里滋樹

沢内病院歯科

　岩手県沢内村における歯科予防活動は，昭和51年よ

り沢内病院歯科で開始され，同53年からは，歯科予防

センターが設置され，予防体制の強化を図っている。

今回，6年間の予防活動に伴う学童の頗蝕罹患の推移

について報告する。

　調査対象は，沢内村の全小学校学童で，昭和51年度

370名，同52年度362名，同53年度343名，同54年度

356名，同55年度312名，同56年度329名の計2072名

である。検診はWHOの基準に従い毎年5月に実施し

た。

　成績：年度別，学年別DMF者率，　DMFT指数，

DMF歯率において，昭和51年度はほとんどの学年が

厚生雀歯科疾患実態調査による昭和50年の全国平均を

上回っていたが，経年的減少がみられ，同56年度には

全学年とも全国平均を下回ってきている。また1学年

から6学年まで合計した年度別DMF歯率では，昭和

51年20．9％から同56年12．3％へと減少がみられ．同じ

くD歯率では，昭和51年72．4％から同56年には21．2％

と減少してきている。それとともにF歯率は昭和51年

225％が同56年78．8％と向上してきている。またM歯

率においても昭和51年5．1％より56年は0になってい

る。更に第一大臼歯群についてみるとDMF歯率は，

昭和51年56．8％に対して同56年39．8％と減少してお

り，F歯率は昭和51年24．6％に対し同56年81．2％と向

上が認められる。一方上顎切歯群についてみると，D

MF歯率は昭和51年14．5％に対し同56年3．3％と減少

しているc

　結論：過去6年間の経過から，学童期における永久

歯の鶴蝕罹患の大巾な減少，治療率の向上に伴った永

久歯早期喪失の減少などが顕著に認められた。これは

歯科予防センターを中心とした口腔の健康管理に対す

る指導が実を結び始めたものと思われる。しかし，昭

和55年度，56年度とDMF歯率の減少が鈍化してきて

いる事は，今後，間食栄養指導など，更に積極的に行

う必要があると考える。

　質　問：田沢光正（口衛生）

　1．沢内村の保健活動の中で，歯科保健は独立した

活動なのか。

　2．歯科衛生台帳は，健康台帳の一部か，全く別の

ものか。

　回　答：谷藤全功（沢内病院歯科）
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　1．歯科予防センターは，健康管理課内に設置され

ており，そのスタッフ（保健婦，栄養士など）と一体

化して，妊婦指導，母子指導，部落巡回指導など有機

的に活動している。

　2．歯科衛生台帳は健康台帳と別個のものである。

妊婦時代から作製されている。その子供のファイル

は，健康管理課の母子活動と一緒に行えるように整理

されている。

演題4　歯科外来全身麻酔の検討．第1報　他施設に

　　　おける現況報告

。水間謙三，池田英俊，中里滋樹
山ロー成，松本　 修，二瓶　 徹

大坂博伸，藤岡幸雄，涌沢玲児＊

岩手医科大学歯学部口腔外科学第一講座

岩手医科大学医学部麻酔科学講座＊

　一般歯科治療は術野が口腔内に存在するために処置

終了まで開口が必要であり，かつ目の前で種々の器具

が使用される。これらの特殊性の為に乳幼児，心身障

害者や歯科治療恐怖症の人々は歯科治療を敬遠してい

た。しかし，近年医療の発達に伴い，これらの患者も

意識や不随意運動を低下させる精神鎮静法や全身麻酔

法の併用で治療を受けることが可能となって来た。な

かでも全身麻酔法は奏効が確実で術者が納得できるま

で治療可能で，しかも多数歯を治療できる方法であ

る。通常，手術侵襲のほとんどない検査の為の全身麻

酔法を施行する場合でも術前準備や麻酔後の患者管理

に完全を期する為に最低数日間は入院させるのが原則

である。しかし，全身麻酔下の歯科治療に関しては入

院という急激な環境の変化，保護者との分離により受

ける患者の精神的負担の増大，院内感染の危険性，歯

科治療そのものの生体に与える侵襲が小さいこと，術

後比較的早期に治癒しやすいことや経済的負担等から

患者を入院させない外来全身麻酔法が応用される様に

なって来た。

　今回歯科外来全身麻酔法を3施設で見学して来たの

で，その概要をもとに文献的考察を加え，更に今後各

科の主治医より依頼のある時に備え，麻酔を研修して

いる立場から歯科外来全身麻酔法施行時の方針を下記

の項目について発表したが，我々が麻酔を担当する時

は麻酔後のトラブルを避けるために麻酔当日は原則と

して入院させ管理することにした。
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　1．適応症

　2．術前検査の内容

　3．麻酔前の保護者への注意点

　4．前投薬，導入に用いる麻酔薬と方法，維持麻酔

　　薬，気道確保の方法と術中の輸血

　5．麻酔時間

　6．回復室

　7．帰宅許可の判定規準

　8．帰宅許可時の保護者への注意点

　9．余剰麻酔ガスによる汚染

　質問：飯島洋一（口衛生）
　。頻回麻酔となる場合，どのような点に注意し判断

していったらよいのか。

　回　　答：水間　謙三（口外1）

　全身麻酔下での歯科治療は一回で処置を終了するの

が理想であるが，患歯の数や処置内容により何回かに

分けて治療しなくてはいけない時も考えられる。頻回

麻酔は麻酔薬の頻回投与により免疫反応が強く抑えら

れるという報告もあるが，小児の方が成人より頻回麻

酔に耐えられると言われている。種々の理由により頻

回麻酔となる時は麻酔により生体の危険にさらされる

度合いと，それにより受ける利益との兼合により制限

を受けると思われる。その時は麻酔薬の副作用も考慮

して麻酔薬や方法を変えたりした方が良いと思われ

る。

　質　　問：小川　邦明（岩手県立中央病院歯科ロ

　　　　　　　　　　　腔外科）

　1．手術前何時間に来院させているか。また食事摂

取制限はどうしているか。

　2．パッキソグはどのような種類のものを用いてい

るか。

　3．今後，本学でどのように活用していく予定か。

昭和42年頃Walton　V麻酔器を購入しているので活

用してもらいたい。

　回　　答：水間　謙三（口外1）

　1．麻酔導入30分から1時間前に来院させ，食事摂

取制限は小児や精神障害者の患者は朝から絶飲絶食と

し，午後からの患者は朝食は軽食を与え，麻酔導入4

時間前まで水分は摂取させ以後は絶飲とする。

　また，不随意運動が治療を妨げる脳性マヒの成人や

健常な成人は朝から絶飲絶食とする。麻酔後の飲食は

麻酔後2時間あたりから小量の飲水をさせ嘔吐のない

ことを確i認し，その後の食事は軽い食事を少量つつ与

え，嘔吐に注意しながら次第に普通食へ移行する。

　2．パッキソグには海綿やガーゼを折ったものや，


